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  平成19年1月～12月までの火災・救急・救助の件数
　　　◎　火災        60件      前年は    102件　     42件減
　　　◎　救急     7133件 　　前年は　7143件       10件減
　　　◎　救助        70件      前年は    116件       46件減

火は見てる　あなたが離れる　その時を
春季全国火災予防運動　平成20年3月1日から平成20年3月7日まで

　
 　対策のポイント
１  口車に乗せられて、即決・契約をしないこと。
２  承諾を得ずに、取り付け位置の確認や点検を
　行うなど「怪しい」と感じたらその場で断る。
　

 　    「住宅用火災警報器」の設置はお済みですか？
　　  　新築住宅は平成18年6月１日から義務化されています。
　　 　　既存住宅は平成20年5月31日までに設置が必要です。
　 　 ※  住宅とは、戸建て専用住宅、店舗併用住宅又は共同住宅等であって、その住居部分
          をいいます。設置場所は、寝室及び寝室のある階の階段部分です。
　　　　 住宅用火災警報器についての詳細は、市報３月号に掲載しますので併せてご覧くだ
　　　 さい。

                       大切な命を守るために早期の設置をお願いします。

一 般 家 庭 用
　日中、女性や高齢者が一人で居ることが多いと
思われる時間帯に訪問し、「消防署の方から来ま
した。」と言って、言葉巧みに高額な消火器や住
宅用火災警報器を販売する例が発生しています。
　消防署では、消火器や住宅用火災警報器の販売
をすることは一切ありません。また、点検や取り
付け位置の確認のため住宅内に立ち入ることは行
っていません。不審に思ったら、身分証明書等の
確認をしてください。

  知っておきましょう　悪質な訪問
　販売・訪問点検にあわないために

  火 災 件 数 大 き く 減 少 ・ ・ ・ マ イ ナ ス ４ ２ 件！

　
　事  業  所  用
　　消火器が数多く設置されている事業所等が
　狙われやすいので、事前に従業員などに、悪
　質業者の存在や手口を伝え、周知徹底してお
　くことが重要です。
   手   　　口
　1　出入りの点検業者になりすまして、「消
　  火器業者の○○です。消火器の点検時期に
     なりましたので、今から伺います。」と前
     もって電話をしてくる。
　2　契約書を預かり証だと思わせてサインを
     させ、後に高額な請求をしてくる。
　   　対策のポイント

　1　水際の「受付」で防ぐ。契約している点検
　　業者名、担当者及び直近の点検実施日を明確
　　にしておく。
　2　みだりにサインをしない。サインを求めら
　　れたらその書類が何であるか、内容を必ず確
　　認する。
　

　平成１９年中の熊谷市における火災件数は『６０件』。前年と比較すると４２件も減少しま
した。昭和４７年以降の統計によりますと最も火災が少ない年となりました。これは地域での
自主防災活動や皆様の火災予防への意識の強さ、取り組みの賜物だと思います。
　火災件数を比較する方法として「出火率（人口１万人当たりの１年間の出火件数）」で表す
ことがあります。平成１８年の出火率は全国が「４.２」埼玉県が「４.０」熊谷市「４.９」で
したが『６０件』を出火率で表すと「２.9」となり、火災が相当減少したことがわかります。
   この「２.９」という出火率を都道府県別順位に置き換えると全国で３番目に少ないというこ
とになります。しかし、全国の１位は富山県の「１.９」、この富山県は出火率の全国１位を平
成３年から１６年続けています。熊谷市もこの数値をめざし、さらに皆様の火災予防へのご協
力をお願いいたします。
　



　正解者の中から、抽選で10名様に図書カードを差し上げ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　(熊谷市防火安全協会より)

　下の○の中に当てはまる数字をお答えください。

Ｑ1　平成１９年中の熊谷市の火災件数は、○○件です。

Ｑ2　埼玉県のドクターヘリの運航は、平成○○年○○月
   ○○日から始まっています。
 
   　ハガキ又はメールにクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、
　 年齢と本紙に対するご意見、ご要望などをご記入のうえ、下記
   までお送りください。

宛 　先　〒360-0811　熊谷市原島675番地1
　　　　　　　　　　　　　 　熊谷市消防本部　予防課
Ｅメール　ｆｄ-ｙobo@city.kumagaya.lg.jp
締切り　平成20年3月10日(ハガキについては当日消印まで有効)
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

　今年度の防火ポスター(秋季、春季の2作品)が決定し
ました。
　市内の小学4年生を対象に防火ポスターを募集し、
1,732点の応募の中から選ばれた作品です。
  火災予防期間中に、市内の事業所等多くの場所に掲
出されます。 このポスターが火災予防に大きな効果を
発揮するよう期待しています。
　※秋季のポスターは既に配布済です。

　救急車は、事故や急病などで緊急に病院まで搬
送しなければならない傷病者のためのものです。
　緊急ではないのに救急車を要請すると、緊急に
救急車を必要とする事故などが発生した場合に救
急車の到着が遅れてしまい、救える命が救えなく
なるおそれがあります。
　このようなことから、救急車の適正な利用をお
願いします。

秋季火災予防運動ポスター
熊谷市立籠原小学校
安済美咲さんの作品

春季火災予防運動ポスター
熊谷市立江南南小学校

川根秀旅さんの作品

　埼玉県では、平成19年10月26日から「ドクター
ヘリ」の運航を開始しています。
　この「ドクターヘリ」は、救急隊が必要と判断し
たときに要請し、傷病者が発生した現場等に医師・
看護師を迅速に到達させ、可能なかぎり速やかに適
切な救急処置が開始されるようにするために用いら
れる救急医療用ヘリコプターのことです。
　ドクターヘリ基地病院として埼玉医科大学総合医
療センター（川越市）が指定されています。
　

　　消防本部指令課は、埼玉県救急医療情報セン
　ターのサブセンターになっています。
　　こんなとき、お問い合わせください。
① どこの病院で診察してもらえばよいかわからない
  とき。
② すぐに診察してもらいたいが、救急車を呼ぶほど
  ではないとき。
③ 休日 、祝祭日、夜間等で医療機関が見つからな
　いとき。

    消防本部指令課 電話番号 048-522-9993

ドクターヘリ要請基準
1  生命の危険が切迫しているか又はその可能性が認めら
  れるとき。
2  重傷患者であって、搬送に長時間を要することが予想
  されるとき。
3  特殊救急患者（多発外傷・指肢切断等）で搬送時間の
 短縮を特に必要とするとき。

4  救急現場で緊急診断処置に医師を必要とするとき。

5  多数の傷病者が発生したとき。
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